
 

 

令和８年７月 入札・契約制度の改善 
（令和 8年 7月 1日から以下のように制度・取り扱いが変更になります。） 

 

 

本市では、より一層の競争性・透明性を高めるとともに工事等の品質確保

を目的として、従来から入札契約制度の改善に取組んでいます。 

今回、以下のとおり入札・契約制度を改善し、令和 8 年 7 月 1 日から実施

します。 

 

 

１．損害保険会社の保証証書の電子化について 

 



１. 損害保険会社の保証証書の電子化について 

工事及び工事に係る委託業務における損害保険会社の契約保証について、従来の保証証書（書面）

の提出に代えて電子証書による提出を可能とします。 

 なお、引き続き書面による保証証書の提出も可能です。 

 

（１）対象工事等 

 令和８年７月１日以降に契約保証を提出し契約締結する案件（変更契約を含む。） 

 

（２）対象となる保証証書 

保証の種類 証書等の種類 保証機関 

契約保証 
公共工事履行保証証券 

履行保証保険証券 
損害保険会社※ 

※ 現在、電子保証に対応している損害保険会社は以下の８社です。 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、AIG損害保険株式会社、共栄火災海上保険株式会社、 

損害保険ジャパン株式会社、大同火災海上保険株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、 

日新火災海上保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社 

・金融機関の「保証書」については、これまでどおり書面の提出が必要です。 

 

（３）電子証書の提出方法 

   保証契約締結後、保証証券等確認システムから発行された「閲覧用 URL」及び損害保険会社か

ら発行された「閲覧用パスワード」を、損害保険会社から提供された「発注者提出用フォーマッ

ト」に記載し、word形式の「発注者提出用フォーマット」をオンライン申請フォーム（えひめ

電子申請システム）で契約課に提出してください。 

   なお、契約締結等の円滑な手続きのため、オンライン申請フォーム（えひめ電子申請システム）

で送付後、到達確認の電話をお願いします。 

 

※詳細は「損害保険会社の保証証書の電子化について」をご覧ください。 

 


